
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

雑

報

○
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
新
産
業
都
市

建
設
事
業
団
）
…
五

正

誤

○
平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
定
例
告
示
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
五
の

二
六

平
成
二九･
四･
一

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
松
原
東
店

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
弘
前
駅
前

店

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

〃

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
弘
前
駅
前

店

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局

平
川
市
小
和
森
種
取
三
〇
の
五

〃

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
平
賀
店

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
三
十
一
号

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
五
の

二
六

平
成
二九･
四･
一

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
松
原
東
店

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
弘
前
駅
前

店

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

〃

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
弘
前
駅
前

店

変
更
前

な
か
よ
し
調
剤
薬
局

平
川
市
小
和
森
種
取
三
〇
の
五

〃

変
更
後

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
平
賀
店

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

一
般
社
団
法

人
謙
心
会

五
所
川
原
市
大
字

飯
詰
字
福
泉
六
七

の
一

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
就
労
継
続
支

援
Ａ
型
事
業

所

創

五
所
川
原
市
大
字

飯
詰
字
福
泉
六
七

の
一

平
成
二九･
七･三一

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
相
談
支
援
事
業
を

行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

合
同
会
社
と

わ
だ
み
ら
い
十
和
田
市
東
二
番

町
五
の
二
八

地
域
移
行

支
援

指
定
相
談
支

援
事
業
所
ほ

ほ
え
み

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一
平
成
二九･
八･
一

合
同
会
社
と

わ
だ
み
ら
い
十
和
田
市
東
二
番

町
五
の
二
八

地
域
定
着

支
援

指
定
相
談
支

援
事
業
所
ほ

ほ
え
み

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一
〃

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
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百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

く
す
の
き
薬
局

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

平
成
二九･
八･
一

平
成
薬
局
黒
石
病
院
前

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
六
一

〃

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
鰺
ケ
沢
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
）
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

鰺
ケ
沢
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ナ
カ
ム
ラ
技
研

二

代
表
者
の
氏
名

中
村
元
文

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
石
江
字
岡
部
五
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
五
一
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

（ ）3 青 森 県 報 第4331号平成29年７月31日 月曜日



平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
一
通
商

二

代
表
者
の
氏
名

大
坂
功

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
平
新
田
字
森
越
一
二
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
八
九
五
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

高
松
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

髙
松
大
助

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
四
）
第
九
一
三
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
太
田
建
設
産
業

二

代
表
者
の
氏
名

太
田
巳
代
次

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
栗
山
町
一
の
三
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
六
六
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
六
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

樫
田
塗
装
店

二

氏
名

樫
田
敏
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
山
田
町
一
〇
の
四
六
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四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
六
）
第
九
五
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
防
水
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
一
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改

め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
百
六
十
九
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
九
条
の
七
第
二

項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
受
注
者
の
契
約
の
相
手
方
と
な
る
下
請
負
人
の
健
康
保
険
等
加
入
義
務
等
）

第
７
条
の
２
受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
建
設
業
者
（
当
該
届
出
の
義
務
が

な
い
建
設
業
者
を
除
く
。
以
下
「
社
会
保
険
等
未
加
入
建
設
業
者
」
と
い
う
。
）
を
下
請
契
約

（
受
注
者
が
直
接
締
結
す
る
下
請
契
約
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
相
手
方
と
し
て
は

な
ら
な
い
。

⑴
健
康
保
険
法
（
大
正
11年
法
律
第
70号
）
第
48条
の
規
定
に
よ
る
届
出

⑵
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
29年
法
律
第
115号

）
第
27条
の
規
定
に
よ
る
届
出

⑶
雇
用
保
険
法
（
昭
和
49年
法
律
第
116号

）
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
注
者
は
、
社
会
保
険
等
未
加
入
建
設
業
者
と
下
請
契
約
を
締

結
し
な
け
れ
ば
工
事
の
施
工
が
困
難
と
な
る
場
合
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
発
注
者
が
認

め
る
場
合
は
、
社
会
保
険
等
未
加
入
建
設
業
者
を
下
請
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
発
注
者
の
指
定
す
る
期
間
内
に
、
当
該
社
会
保
険
等
未
加
入

建
設
業
者
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
届
出
を
行
っ
た
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
書
類
を
発
注

者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
二
の
第
三
十
四
条
第
十
一
項
並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「年

２
．
８

パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
．
７
パ
ー
セ
ン
ト

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
一
項
A
中
「第

44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を

解
除
し
た

」
を
「次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

」
に
改
め
、
同
A
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

⑴
第
44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

⑵
受
注
者
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
拒
否
し
、
又
は
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て

受
注
者
の
債
務
に
つ
い
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
一
項
B
中
「第

44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を

解
除
し
た

」
を
「次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

」
に
改
め
、
同
B
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

⑴
第
44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

⑵
受
注
者
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
拒
否
し
、
又
は
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て

受
注
者
の
債
務
に
つ
い
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
一
項
C
中
「第

44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を

解
除
し
た

」
を
「次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

」
に
改
め
、
同
C
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

⑴
第
44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

⑵
受
注
者
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
拒
否
し
、
又
は
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て

受
注
者
の
債
務
に
つ
い
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
三
項
中
「場

合

」
の
次
に
「（

第
44条
第
２
項
及
び
第
44条
の
２
の

規
定
に
よ
り
、
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「前

項

」
を
「第

１
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
次
に
掲
げ
る
者
が
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
場
合
は
、
前
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な

す
。
⑴
受
注
者
に
つ
い
て
破
産
法
（
平
成
16年
法
律
第
75号
）
の
規
定
に
よ
り
破
産
手
続
開
始
の
決

定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
の
破
産
管
財
人
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⑵
受
注
者
に
つ
い
て
会
社
更
生
法
（
平
成
14年

法
律
第
154号

）
の
規
定
に
よ
り
更
生
手
続
開

始
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
の
管
財
人

⑶
受
注
者
に
つ
い
て
民
事
再
生
法
（
平
成
11年

法
律
第
225号

）
の
規
定
に
よ
り
再
生
手
続
開

始
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
の
再
生
債
務
者
等

別
記
第
二
の
第
四
十
七
条
中
「場

合

」
の
次
に
「又

は
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
こ

の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合

」
を
加
え
、
「前

条

」
を
「同

条

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
九
条
第
三
項
中
「又

は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
る

」
を
「若

し
く
は
第
44

条
の
２
の
規
定
に
よ
る
と
き
又
は
第
46条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

」

に
、
「年

２
．
８
パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
．
７
パ
ー
セ
ン
ト

」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「又
は

第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
る

」
を
「若

し
く
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
る
と
き
又
は
第
46条
第
２

項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
条
中
「、

又
は

」
の
次
に
「第

44条
第
２
項
、
第
44条

の
２
、

」
を
加
え

る
。別

記
第
二
の
特
記
事
項
中
「平

成
２
９
年
３
月
３
１
日

」
を
「平

成
３
０
年
３
月
３
１
日

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
一
別
紙
第
三
条
第
二
項
中
「年

２
．
８
パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
．
７
パ
ー
セ

ン
ト

」
に
改
め
、
そ
の
二
別
紙
第
四
条
第
二
項
中
「年

２
．
８
パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
．
７
パ
ー

セ
ン
ト

」
に
、
同
第
十
八
条
第
二
項
中
「年

２
．
８
パ
ー
セ
ン
ト

」
を
「年

２
．
７
パ
ー
セ
ン
ト

」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
第
四
十
八
条
、
別
記
第
二
及
び
別
記
第

三
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
以
後
に
締
結
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結

し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

正

誤

（ ）6青 森 県 報 第4331号平成29年７月31日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

林

政

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区
分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
二六･
七･
四

第
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六
四
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第
五
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す
る
た
め
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定
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由
の
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滅


